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2050年CO2（二酸化炭素）排出量を実質ゼロにすることを
めざす旨を二宮町が表明する（ゼロカーボンシティ宣言）

ことを求める請願

日 時 ：2023年９月４日（月） ９時30分～９時40分

陳情者： 福井 浩 (富士見ヶ丘在住)

請願書の説明

二宮町町議会資料
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2050年ＣＯ２（二酸化炭素）実質排出量ゼロを目指す旨を、
二宮町が表明する（ゼロカーボンシティ宣言）ことを求める請願

二宮町議会議長 根岸 ゆき子 様
請願者 中郡二宮町在住 福井 浩

近年、酷暑や集中豪雨など気候変動の影響は普段の身近な生活にまで及び、世界全体が危機的状況になってい
る。このような状況のなか今年の５月１４日、二宮町は町民と行政が一丸となってこの問題に取り組むため、
「気候非常事態宣言」を表明した。この宣言を意義あるものとするためには、この宣言の後に続く計画がなけ
ればならない。
「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、都道府県及び市町村は、その区域の自然的社会的条件に応じて、
温室効果ガスの排出の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、 及び実施するように努めるものとす
るとされている。 こうした制度を踏まえつつ、昨今、脱炭素社会に向けて、CO2 などの温室効果ガスの人為
的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去量との間の均衡を達成する、いわゆる「2050 年二酸
化炭素排出量実質ゼロ」に取り組むことを表明した地方公共団体は増え続け、2023年６月現在で 673自治体
にも及んでいる。 神奈川県でも 26市町村とすでに多くの自治体がカーボンゼロ宣言をおこなっている。
よって、二宮町をサステナブルな町にするためにも「気候非常事態宣言」の後に続く計画として、下記のとお
り請願する。 記
１ 2050年ＣＯ２（二酸化炭素）実質排出量ゼロを目指す旨を、二宮町が表明する（ゼロカーボンシティ宣

言）こと。
２ 表明の実行に向けて、二宮町の温室効果ガス削減目標を、２０５０年までに実質ゼロ、２０３０年までに現

状の半減、２０２７年までに現状の４分の３とするなど、目標に向けた検討を早急に行うこと。 3



出典 環境省

陳情書の裏付け：
世界の平均気温は現在産業革命以後すでに1.1度上昇 1.5度でストップしたいが、世界の約160か国
の予測は下図のSSP1-2.6度又はSSP2 4.5度の上昇の可能性が高い。
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現在



出典：経済産業省 仲野係長
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世界の二酸化炭素排出量推移と主要国の排出量比率

世界の排出量合計約335億トン



出典 経済産業省 産業技術環境局 係長セミナー資料
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世界のCO2排出量

出典 EDMC／エネルギー・経済統計要覧
2023年版・JCCCA
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地球温暖化対策推進法の改正

TCFD:
「気候関連財務
情報開示タスク
フォース（Task 
Force on Climate-
related Financial 
Disclosures）」

SBT:
「Science-based 
targets」を略したも
ので、温室効果ガ ス
排出削減目標のこと。

RE100：
企業が自らの事業の
使用電力を100％再
エネで賄うことを目
指す国際的なイニシ
アティブがあり、世
界や日本の企業が参
加しています。

出典：
環境省



出典：環境省 地方公共団体における2050年二
酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況2023.6 抜粋
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地球温暖化対策推進法の一部改正法が、令和
３年５月26日に成立しました。
今回の改正では大きく３つのポイントがあります。
（１） 2050年までの脱炭素社会の実現を基本

理念にした。
（２） 地方創生につながる再エネ導入を促進

2050年までのカーボンニュートラルの実
現には再生可能エネルギーの利用が不可欠
です。

（３） 企業の温室効果ガス排出量情報のオープン
データ化、地球温暖化対策推進法では、
一定以上の温室効果ガスを排出する事業者
に対し、排出量を報告させ、国がとりまと
めて公表する制度があります。

以上の状況下で「ゼロカーボンシティ
宣言」をする自治体が急速に増加



2050 年 ゼロカーボンシティの表明について：環境省
環境省としては、「2050 年に CO2（二酸化炭素）を実質ゼロにすることを目指す旨を首長自らが又
は地方自治体として公表された地方自治体」をゼロカーボンシティとしております。
以下、ゼロカーボンシティの表明例を整理しましたので、検討に当たっての参考にしていただけまし
たら幸いです。
2050 年 ゼロカーボンシティの表明方法の例
（１）定例記者会見やイベント等において、「2050 年 CO2（二酸化炭素）実質排出ゼロ」を目指す

ことを首長が表明
（２）議会で「2050 年 CO2（二酸化炭素）実質排出ゼロ」を目指すことを首長が表明
（３）報道機関へのプレスリリースで「2050 年 CO2（二酸化炭素）実質排出ゼロ」を目指すことを

首長が表明
（４）各地方自治体ホームページにおいて、「2050 年 CO2（二酸化炭素）実質排出ゼロ」を目指す

ことを表明、表明を検討されている場合、事前に環境省大臣官房地域政策課へ御相談ください。
表明された場合、環境省大臣官房地域政策課へ御連絡ください。
なお、表明された地方自治体におかれましては、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく
地方公共団体実行計画（区域施策編）の改定等の際に、「2050 年 CO2（二酸化炭素）実質排
出ゼロ」を目指す旨の記載について御検討いただけましたら幸いです。
相談・連絡先 環境省大臣官房地域政策課 ゼロカーボン担当

電話：03-5521-8234 メール：SOKAN_CHIIKI@env.go.j
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国は2050年までにカーボンニュウトラルのために種々の支援を行っている。

66件の事業
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https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/20210423/pdf/shiryou1-2.pdf
内閣府.環境省の資料
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2025年が中間の目標年

「ドミノ現象」
ドミノ牌を並べて最
初の牌を倒すと次々
に倒れていく現象の
ように、ある出来事
がきっかけとなって
次々と同じようなこ
とが起きることを比
喩的に「ドミノ現
象」



脱炭素先行地域 環境省は脱炭素で優良な自治体を選定 令和５年度は４回目を選定
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横浜市
１回目選定
担当課
温暖化対策統
括本部

参考
神奈川県の担
当課は環境農
政局神奈川脱
炭素戦略本部
企画グループ
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川崎市
１回目選定
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小田原市
２回目選定
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「自治体排出量カルテ」は、都道府県別エネルギー消費統計、温室効果ガス排出量算定・報告・公
表制度に基づく事業所排出量、固定価格買取制度等の公表データを基に作成しております。これら
のデータは、過去に遡って修正が入り、過年度に公開していたカルテは古いデータとなるため、公
開しておりません。
※R5.3より公開中のカルテにおける太陽光導入ポテンシャルは以前とカテゴリーが異なり、住宅
等のポテンシャルだけでなく、商業施設や農地などポテンシャル推計を対象としているカテゴリー
全ての値を示しているため、以前のカルテと比べて、市町村における太陽光導入ポテンシャルが大
幅に増大した可能性があります。

二宮町と神奈川県・全国との構成比比較 自治体排出量カルテより ２０２０年データ
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自治体排出量カルテ
目次

「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」
の標準的手法に基づくCO2排出量推計データや特定事業所の排出量データ等から、
対策・施策の重点的分野を洗い出しする。環境省発表

本カルテには
下記のデータ
が入っていま
す。
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二宮町のCO2排出量部門別排出量 自治体排出量カルテより ２０２０年データ

二宮町は家庭部門・運輸部門・業務その他の部門がベスト３
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二宮町と他の自治体との再生可能エネルギー別導入量比較 自治体排出量カルテより

黄色：10kw未満
橙色：10ｋｗ以上
水色：風力発電
（このグラフには風力
発電該当はなし）



関係連絡所連絡先：ご参考
環境省
地域脱炭素事業推進調整官室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8233
調整官 近藤 貴幸 （内線 9711）
課長補佐 水嶋 周一 （内線 9713）
課長補佐 河田 悠 （内線 9713）
担当 木村 桜子 （内線 5622）
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神奈川県
環境農政局 脱炭素戦略本部
企画グループ
代表 045-210-1111
直通 045-210-4076
FAX 045-210-8952

横浜市
温暖化対策統括本部
直通 045-671-2336
FAX：045-663-5110

小田原市
環境部 ゼロカーボン推進課
直通 0465-33-1426

ご清聴有難うございました。

「気候非常事態宣言」後は
二宮町を1000年続く町に
するために
「ゼロカーボンシティ宣言」
から始めよう。

SDGｓゴールで関係の深いのは⑦⑨⑪⑫⑬


